
様式第３号（第６条関係） 

 

回 答 書 
 

受付番号 回収年月日 回収場所 担当主管課 

第 19号 令和３年１月６日 伊予市役所 都市住宅課 

題  目（テーマ）： スケートボードができる場所の確保について 

提 案 理 由（要旨） 

中学生男子の母です。近年スケボーが流行っており、近隣のショップでも売り場があ

っという間に拡大されました。 

先日子供が五色浜公園でスケボーをしていたところ、破損したコーンがあり、市役所

の方が注意に来られたようです。破損させたのは子供たちではないのですが、スケボー

をしてほしくない言い方だったと理解しています。ここには他地域から大人の方、かな

りのスキルを持った方も来ているようです。 

県内では新居浜市にスケボーパークがあるのですが、新居浜が遠い上にインターを降

りてからも遠いそうです。伊予市はインターも近い上にインター近くにホテルも完成し

ました。ウェルピアもあります。風光明媚な環境にスケボーパークを作り、県のサイク

リングのように「伊予市のスケボー」を作り全国区を目指してはいかがでしょうか。 

子供が遊びたい盛りに公園に行ってもボール遊び禁止の公園が多く、近年すぐ苦情を

いう方も多いので、走り回る場所も少ないのが現状です。結局自宅でゲームをする流れ

になってしまいます。スケボーも同じです。音がするので、苦情が来るのではと子供も

びくびくしながらやっています。 

普通のアスファルトではやりにくいようなので、場所の確保は難しいと思いますが、

ウェルピアなど空いている場所があれば、安心してスケボーできる空間を提供していた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

回  答  内  容 

 公園施設に関するご意見をいただき、誠にありがとうございました。 

 都市住宅課が所管する公園では、不特定多数の皆様にご利用頂いているため、事故防

止の観点からスケートボードの利用は禁止とさせて頂いています。 

 県内にはご紹介頂きました新居浜市の施設のほか、西条市に２施設、松山市にも２施

設スケードボードの利用可能な施設が整備されているようです。 

 ご提案の、スケードボード専用施設の整備につきましては、早期に実現するのは困難

な状況でございますが、既存公園内の未利用部分の活用や事業費の精査等、整備の可能

性について今後、研究して参りたいと考えています。 

これからも安全で安心して利用できる公園管理に努めてまいりますので、ご理解と、

ご協力を宜しくお願いします。 

  

 


